
  
 

岡山県精神科医療センターの看護師採用について 

 
 
 
 病院機能の強化・充実を図るため、「地方独立行政法人岡山県精神科医療センター」の                                         
看護師として採用する職員の採用試験を、次のとおり実施します。 

 
１ 試験概要        
 
 (1) 採用職種（身分）    看護師（法人正職員） 
 
 (2) 採用予定人員      １0名程度 
 
 (3)  必要とする免許    看護師免許 
              
 (4) 勤務先            岡山県精神科医療センター 
 
 【地方独立行政法人岡山県精神科医療センターについて】 
  「地方独立行政法人」とは、公共上の見地から確実に実施される必要があり、民間 
  の主体に委ねては確実な実施が確保できないおそれがある事務や事業を効率的かつ 
  効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人をいいます。 
    
２ 受験資格       
 
 (1) 日本国籍の有無は問いません。 
 
 (2) 看護師免許を取得している者 
 
３ 試験日等       
 
 (1) 実 施 日  第１回 ２０２６年３月２０日(金・祝)  
               第２回 ２０２６年５月３０日(土)  
               第３回 未定    
                
 (2) 試験会場    岡山県精神科医療センター ４階 サンクトホール 
                    岡山市北区鹿田本町３－１６（ＴＥＬ：０８６－２２５－３８２１） 
 
 (3) 提 出 先   岡山県精神科医療センター 総務課 
                   岡山市北区鹿田本町３－１６（ＴＥＬ：０８６－２２５－３８２１） 
 
    ※ 受験に必要な書類一式を市販の封筒に入れて提出（持参または郵送）してください。 
    ※ 郵送される際は、封筒の表に「採用試験提出書類在中」と朱書きしてください。 
 
 (4)  受付期間 第１回試験分 ２０２６年１月５日(月)～ ２月２７日(金)   

              第２回試験分 ２０２６年３月２日(月)～ ５月 ８日(金) 
※当日消印有効 

 



 (5) 提出書類  各１通     
    ア 履歴書（別紙様式） 
    イ 身体検査書（原則として別紙様式により、検査機関又は医療機関で作成すること。） 
    ウ 看護師免許の写し（Ａ４サイズ） 
    エ 氏名の変更により、ウに記載された氏名と異なるときは、氏名の変更を証する書類（戸籍の

抄本等） 
    オ 面接カード（別紙様式） 
 
  ※ 必要に応じて、受験資格の有無及び書類の記載事項等について確認することがありますので、

履歴書には必ず連絡の付く連絡先を記入してください。 
  ※ 提出された書類の記載内容が事実と相違する場合は合格を取り消すことがあります。 
  ※ 履歴書等の様式は、当センターのホームページ（http://www.popmc.jp/）からダウンロード

できます。 
  ※ １次試験通過者には、受験番号等を記した書類を、遅くとも試験日の５日前までに届くよう 

お送りしますので、試験日の３日前までに届かない場合は、必ず「岡山県精神科医療センタ
ー総務課」まで連絡してください。 

 
４ 試験の方法         
 

(1) １次試験   書類選考（受験申込時の提出書類による審査） 
(2) ２次試験 

       筆記試験       (50点満点) 
                  面接試験        (100点満点) 

身体検査       (提出された身体検査書等により行う。） 
 
５ 筆記試験受験にあたっての留意事項 
 
 (1) 筆記用具（鉛筆又はシャープペン及び消しゴム、ボールペン又はサインペン）を御持参ください。 
 
 (2) 計算機能又は翻訳機能のついた腕時計、携帯電話等の試験会場内での使用は禁止します。 
 
 (3) ゴミは全て持ち帰っていただきます。 
 
６ 採用決定 
 
   採用の時期は、合格者本人の意向も踏まえた上で決定しますが、２０２７年４月を予定しています。 
 
７ 勤務条件等       
 
 (1) 給  与 
    法人規程により支給されます。 
    ※職歴等がある場合は一定の基準により加算されます。 
 
 (2) 勤務時間 
    一週につき３８時間４５分勤務です。 
    勤務形態については、原則として交替制勤務となりますが、御家族等の状況によっては配慮もし
ます。 

 
 



 (3) 休  暇 
    年次休暇（年２０日、残日数は２０日を限度として翌年に繰越し。ただし採用の年は、採用月によ
り付与日数が変わります。）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季、結婚、出産、ボランティア等）、
介護休暇等があります。 

 
 
 


